
ＩＰ通信網サービス契約約款 

 

第1章 総則 

 

（約款の適用） 

第１条 株式会社エディオン（以下「当社」といいます。）は、このIP通信網サービス契約約款（以下「本約

款」といいます。）を定め、これによりＩＰ通信網サービス（当社が本約款以外の契約約款を定め、それに

より提供するものを除きます。）をＩＰ通信網契約者に提供します。ただし、別段の合意がある場合は、そ

の合意に基づく料金その他の提供条件によります。 

（注）本条のほか、当社はＩＰ通信網サービスに附帯するサービス（当社が別に定めるものを除きます。以

下「附帯サービス」といいます。）を本約款により提供します。 

２．ＩＰ通信網サービスは、西日本電信電話株式会社（以下｢ＮＴＴ西日本｣といいます。）および東日本電信

電話（以下｢ＮＴＴ東日本｣といいます。）から卸電気通信役務の提供を受けて当社が提供するＦＴＴＨアク

セスサービスです。なお、本約款において、ＮＴＴ西日本とＮＴＴ東日本を総称して｢ＮＴＴ｣といいます。  

３．契約者は、ＩＰ通信網サービスの利用において、当社に卸電気通信役務を提供するＮＴＴの設備等の利用

およびＮＴＴによる直接の対応が発生する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。なお、ＮＴ

Ｔの設備等の利用およびＮＴＴによる直接の対応が発生する場合、本約款に規定する｢当社｣を、｢当社また

はＮＴＴ｣と読み替えるものとします。 

  

（本約款の変更） 

第２条 当社は、以下の場合に、当社の裁量により本約款を変更できるものとします。この場合、料金その他

の提供条件は変更後の約款に基づくものとします。 

  ①本約款の変更が、ＩＰ通信網契約者の一般の利益に適合するとき 

  ②本約款の変更が、ＩＰ通信網契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、

その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 

２．当社は、前項第２号による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日までに、本約款を変更す

る旨および変更後の本約款の内容とその効力発生日を、事前に相応の期間をもって当社のホームページ

（https://www.enjoy.jp/）、店頭配布物、掲示などで通知します。 

 

（用語の定義） 

第３条 本約款で使用する用語の意味は次のとおりとします。 

用語 用語の意味 

１ 電気通信設備  電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

２ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信

設備を他人の通信の用に供すること 

３ ＩＰ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプ

ロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備（送信

の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体と

して設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。） 

４ ＩＰ通信網サービス ＩＰ通信網を使用して行う当社の電気通信サービス 

５ 契約約款等 契約約款および、電気通信事業者（事業法第９条の登録を受けた者ま

たは事業法第16条第１項の届出をした者をいいます。以下同じとしま

す。）が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契

約 

６ ＩＰ通信網サービス取扱  

 所 

（１）ＩＰ通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 

（２）当社の委託によりIP通信網サービスに関する契約事務を行う者



の事業所 

７ 所属ＩＰ通信網サービス

取扱所 

ＩＰ通信網サービスに関する契約事務を行うＩＰ通信網サービス取扱

所 

８ 取扱所交換設備 ＩＰ通信網サービス取扱所に設置される交換設備 

９ ＩＰ通信網契約 当社からＩＰ通信網サービスの提供を受けるための契約 

10 ＩＰ通信網契約者 当社とＩＰ通信網契約を締結している者 

11 特定事業者 当社が別に定める者 

12 特定電気通信サービス 特定事業者が提供する電気通信サービス（当社が別に定めるものをい

います。以下同じとします。） 

13 利用回線 本約款に規定するメニュー１およびメニュー２に係るＩＰ通信網契約

に係るもの 

14 契約者回線 ＩＰ通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する

場所との間に設置される電気通信回線 

15 契約者回線等 以下の回線の総称 

（１）利用回線 

（２）契約者回線 

（３）その他、当社が必要に応じて設置する電気通信回線 

16 回線収容部 契約者回線を収容するために当社が設置する電気通信設備 

17 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者（事業法第16条第１項の届出をした

者または事業法第９条の登録を受けた者をいいます。以下同じとしま

す。）との間の相互接続協定（当社が当社以外の電気通信事業者との

間で電気通信設備の接続に関し締結した協定（事業法第33条第９項若

しくは第 10 項又は第 34 条第４項の規定に基づくものを含みます。）

をいいます。以下同じとします。）に基づく接続に係る電気通信設備

の接続点（当社が協定事業者（当社が別に定める者に限ります。以下

この欄において同じとします。）へ提供している都道府県の区域（日

本電信電話株式会社等に関する法律（昭和 59 年法律第 85 号）第２条

第３項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。）を

またがる伝送に関する卸電気通信役務（事業法第 29 条第 11 項に規定

するものをいいます。以下同じとします。）に係る区間との分界点を

含みます。） 

18 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 

19 収容ＩＰ通信網サービス

取扱所 

契約者回線の収容されている取扱所交換設備が設置されているＩＰ通

信網サービス取扱所 

20 ＤＳＬ方式 契約者回線等において変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とす

る通信の伝送方式であって、21 欄に規定するＤＳＬ方式に起因する事

象となる場合があるもの 

21 ＤＳＬ方式に起因する事  

 象 

電気通信回線設備の回線もしくは設備状況、他の電気通信サービスに

係る電気通信回線等からの信号の漏洩または電気通信回線設備の終端

に接続される電気通信設備の態様等により、その電気通信回線設備に

よる通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生す

る状態または通信が全く利用できない状態（通信に著しい支障が生じ、

全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。） 

22 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または卸電気通信事業者が設置する装

置（端末設備を除きます。） 

23 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、１の部

分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに準ずる



区域内を含みます。）または同一の建物内であるもの 

24 自営端末設備 ＩＰ通信網サービス契約者が設置する端末設備 

25 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気

通信設備であって、端末設備以外のもの 

26 光コラボレーションサー

ビス 

ＮＴＴとの「光コラボレーションモデルに関する契約」に基づきＮＴ

Ｔから提供を受けた卸電気通信役務の再販サービス 

27 光コラボレーション事業  

 者 

光コラボレーションサービスを提供する事業者 

28 事業者変更 光コラボレーション事業者が提供する光コラボレーションサービスを

他の光コラボレーション事業者またはＮＴＴが提供する光コラボレー

ションサービスへ工事を行うことなく移行するもの 

 

第２章 ＩＰ通信網サービスの種類等 

 

（ＩＰ通信網サービスの種類） 

第４条 ＩＰ通信網サービスの種類は、次表のとおりです。 

種類 内容 

契約者回線型サービス 契約者回線または回線収容部を設置または設定して提供するＩ

Ｐ通信網サービス 

 

（ＩＰ通信網サービスの品目等） 

第５条 ＩＰ通信網サービスには、料金表に規定する品目および通信または保守の態様による細目（以下「細

目」といいます。）等があります。 

 

第３章 ＩＰ通信網サービスの提供区域 

 

（ＩＰ通信網サービスの提供区域） 

第６条 ＩＰ通信網サービスは、別記１に定める提供区域において提供します。 

 

第４章 契約 

 

（契約の単位） 

第７条 当社は、契約者回線等１回線ごとに１のＩＰ通信網契約を締結します。 

２．ＩＰ通信網サービス契約者は、１つのＩＰ通信網サービス契約につき１人に限ります。 

 

（契約者回線の終端） 

第８条 当社は、ＩＰ通信網契約者が指定した場所（以下｢設置先住所｣といいます。）内の建物または工作物

において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤または回

線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。 

２．当社は、前項の地点を定めるときは、ＩＰ通信網契約者と協議します。 

 

（ＩＰ通信網サービス区域の設定） 

第９条 当社は、料金表第１表（料金）に定めるところによりＩＰ通信網サービス区域を設定します。 

２．当社は、前項のＩＰ通信網サービス区域を表示する図表を、ＩＰ通信網サービス区域内の契約事務を行う

ＩＰ通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 

 

（収容ＩＰ通信網サービス取扱所） 



第10条 契約者回線等は、それぞれ次のＩＰ通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。ただし、

料金表第１表（料金）に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

区別 収容IP通信網サービス取扱所 

１ 契約者回線等の終端のある場所

がＩＰ通信網サービス区域内とな

るもの 

そのＩＰ通信網サービス区域内のＩＰ通信網サービス取扱所であ

って、当社が指定するもの 

２ 契約者回線等の終端のある場所

がＩＰ通信網サービス区域外とな

るもの 

その契約者回線等の終端のある場所の近隣のＩＰ通信網サービス

取扱所であって、当社が指定するもの 

２．当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容ＩＰ通信網サービス取扱所を変

更することがあります。 

（注）当社は、本条の規定によるほか、第 43 条（修理または復旧の順位）の規定による場合は、収容ＩＰ

通信網サービス取扱所を変更することがあります。 

 

（契約申込みの方法等） 

第 11 条 ＩＰ通信網サービスの契約申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約

申込書を契約事務を行うＩＰ通信網サービス取扱所に提出していただきます。 

（１）ＩＰ通信網サービスの品目または細目 

 （２）契約者回線の終端の場所 

 （３）その他申込みの内容を特定するための事項 

２．ＤＳＬ方式を用いて提供するＩＰ通信網サービスに係る申込みについては、その通信についてＤＳＬ方式

に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、契約申込みをしていただきます。 

 

（契約申込みの承諾） 

第12条 当社は、ＩＰ通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

２．ＩＰ通信網サービスの提供区域である場合に限り、その契約申込を承諾します。 

３．当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 

（１）ＩＰ通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき 

（２）ＩＰ通信網契約の申込みをした者が IP 通信網サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現

に怠り、または怠るおそれがあるとき。 

（３）第30条（利用停止）第１項第６号の規定に該当するとき。 

（４）その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

４．当社が契約申込を承諾したときはＩＰ通信網契約者に対してその旨通知するものとし、当該通知をもって

ＩＰ通信網契約が成立するものとします。本約款は、ＩＰ通信網契約者がＩＰ通信網サービスを利用するに

あたり、適用されるものとします。ただし、当該通知が行われていない場合でもＩＰ通信網サービスの利用

が可能になった場合は、その利用が可能になった時点で契約が成立するものとします。 

 

（契約者回線等番号） 

第13条 契約者回線等番号は、１の契約者回線等ごとに当社が定めます。 

２．当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することが

あります。 

３．前項の規定により契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことをＩＰ通信網契約者に通知

します。 

（注１）当社は、第 43 条（修理または復旧の順位）の規定による場合は、契約者回線等番号を変更するこ

とがあります。 

（注２）ＩＰ通信網契約者は、契約者回線等番号および当社が別に定める認証方式により、ＩＰ通信網契約

の内容の変更および確認その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請



求等はＩＰ通信網契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負

いません。 

 

（品目の変更） 

第 14 条 ＩＰ通信網契約者は、当社が指定する方法によりＩＰ通信網サービスの品目または細目の変更を請

求することができます。 

２．当社は、前項の請求があったときは、第12条（契約申込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

（契約者回線の移転） 

第15条 ＩＰ通信網契約者は、契約者回線の移転を請求することができます。 

２．当社は、前項の請求があったときは、第12条（契約申込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

（契約者回線の異経路） 

第16条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、ＩＰ通信網契約者の請求に基づき、 その契

約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路（以下「異経路」といいます。） により設置します。この

場合において、当社は、その契約者回線を第10条（収容ＩＰ 通信網サービス取扱所）第１項に規定するＩ

Ｐ通信網サービス取扱所以外の当社が指定するＩＰ通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容するこ

とがあります。 

 

（その他の契約内容の変更） 

第17条 ＩＰ通信網契約者は、第11条（契約申込の方法等）第１項第３号に規定する契約内容の変更の請求

をすることができます。 

２．当社は、前項の請求があったときは、第12条（契約申込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

（ＩＰ通信網サービスの利用の一時中断） 

第 18 条 当社は、ＩＰ通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによりＩＰ通信網サ

ービスの利用の一時中断（ＩＰ通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用

できないようにすることをいいます。以下同じとします。）を行います。 

 

（ＩＰ通信網契約者が行うＩＰ通信網契約の解除） 

第 19 条 ＩＰ通信網契約者は、ＩＰ通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属ＩＰ

通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。 

 

（ＩＰ通信網契約者が行う事業者変更によるＩＰ通信網契約の解除） 

第 19 条の２ ＩＰ通信網契約者は、事業者変更によりＩＰ通信網サービス契約を解除しようとするときは、

ＩＰ通信網サービス取扱所に事業者変更承諾番号の発行請求を行っていただきます。 

２．当社は、以下に該当する場合、事業者変更承諾番号の発行は行いません。 

  ①ＩＰ通信網契約者に未納料金がある場合 

  ②ＩＰ通信網契約者に工事費残債がある場合 

  ③ＩＰ通信網サービスの提供が開始されていない場合 

  ④ＩＰ通信網サービスの提供が停止状態の場合 

  ⑤ＩＰ通信網サービスが休止状態の場合 

３．当社は、事業者変更の変更先事業者から通知された変更先事業者が提供する光コラボレーションサービス

の利用開始日の前日をＩＰ通信網サービス契約の解除日として取り扱います。 

４．ＩＰ通信網契約者は、事業者変更によりＩＰ通信網サービス契約の解除を行った場合は、当社がエディオ

ンネット契約約款に定める事業者変更手数料をお支払いいただきます。 

 

（ＩＰ通信網契約者が行う初期契約解除） 



第20条 ＩＰ通信網契約者は、電気通信事業法第26条の３第１項に規定する書面によるＩＰ通信網契約の解

除を行うことができます。 

 

（当社が行うＩＰ通信網契約の解除） 

第21条 当社は、次の場合には、当社の裁量によりＩＰ通信網契約を解除することがあります。 

（１）第30条（利用停止）の規定によりＩＰ通信網サービスの利用を停止されたＩＰ通信網契約者が、な

お、その事実を解消しないとき。 

（２）当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回

線収容替え（契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいま

す。以下同じとします。）を行うことができないとき。 

２．当社は、ＩＰ通信網契約者が第 30 条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の

業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ＩＰ通信網サービス

の利用停止をしないでそれぞれそのＩＰ通信網契約を解除することがあります。 

３．当社は、第１項または第２項に規定する場合のほか、次の場合は、そのＩＰ通信網契約を解除します。 

（１）ＤＳＬ方式を用いて提供するＩＰ通信網サービスの場合で当社がその契約者回線等に係る電気通信設

備を撤去するとき。この場合において、電気通信設備の撤去に関する情報については、当社が別に定め

る方法によりあらかじめ閲覧に供します。 

４．当社は、前３項の規定により、そのＩＰ通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめＩＰ通信網契

約者にそのことを通知します。 

 

（その他の提供条件） 

第22条 ＩＰ通信網契約に関するその他の提供条件については、別記２および３に定めるところによります。 

 

第５章 付加機能 

 

（付加機能の提供） 

第 23 条 当社は、ＩＰ通信網契約者から請求があったときは、料金表第１表（料金）に定めるところにより

付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困

難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。 

（注）当社は、そのＩＰ通信網契約が30日以内の利用期間を指定して締結されるものであるときは、ＩＰ通

信網契約者から請求があった場合においても、臨時付加機能（ＩＰ通信網契約者が30日以内の利用期間

を指定して提供を受ける付加機能をいいます。）に限り提供します。 

 

（付加機能の利用の一時中断） 

第 24 条 当社は、ＩＰ通信網契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断（その付加機

能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとしま

す。）を行います。 

 

（利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機能） 

第 25 条 ＩＰ通信網契約者は、前２条に規定するほか、利用の都度その利用の意思表示を行うことにより、

料金表第１表（料金）に規定する付加機能を利用することができます。 

 

第６章 端末設備の提供等 

 

（端末設備の提供） 

第 26 条 当社は、ＩＰ通信網契約者から請求があったときは、料金表第１表（料金）に定めるところにより

端末設備を提供します。 

 



（端末設備の移転） 

第27条 当社は、ＩＰ通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。 

 

（端末設備の利用の一時中断） 

第28条 当社は、ＩＰ通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断（そ

の端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。）

を行います。 

 

第７章 利用中止等 

 

（利用中止） 

第29条 当社は、次の場合には、ＩＰ通信網サービスの利用を中止することがあります。 

（１）当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき（相互接続協定に基づき協定事業者から

請求があったものを含みます。）。 

 （２）第32条（通信利用の制限等）の規定により、ＩＰ通信網サービスの利用を中止するとき。 

（３）当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。 

２．当社は、前項の規定によりＩＰ通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをＩＰ通信

網契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合または相互接続協

定に基づく協定事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。 

 

（利用停止） 

第30条 当社は、ＩＰ通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が定める期間（そ

のＩＰ通信網サービスの料金その他の債務（本約款の規定により、支払いを要することとなったＩＰ通信網

サービスの料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じ

とします。）を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間）、そのＩＰ通信網サービ

スの利用を停止することがあります。 

（１）料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（料金その他の債務に係る債

権について、第40条（債権の譲渡）の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった

場合は、その請求事業者に支払わないときとします。）。 

（２）ＩＰ通信網契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のＩＰ通信網サービスに係る料

金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（料金その他の債務に係る債権に

ついて、第40条（債権の譲渡）の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合

は、その請求事業者に支払わないときとします。）。 

（３）第47条（利用に係るＩＰ通信網契約者等の義務）の規定に違反したとき。 

（４）契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信

回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。 

（５）契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気

通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだときまたはその

検査の結果、端末設備等規則（昭和60年郵政省令第31号）（以下「技術基準」といいます。）および

端末設備等の接続の条件（以下「技術的条件」といいます。）に適合していると認められない自営端末

設備若しくは自営 

電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。 

（６）契約者回線を通じて、不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成11年法律第128号）第3条に

違反する行為（当該契約者回線の契約者以外の者が行った行為を含みます。以下この号において「不正

アクセス行為」といいます。）を行ったことが明らかとなった場合であって、当該契約者回線を通じて

不正アクセス行為が継続または反復されることにより、他のＩＰ通信網契約者の電気通信サービスの利

用に著しい不利益をもたらすおそれがあるとき（そのことを防止する有効な手段が他に認められない場

合に限ります。） 



（７）前６号のほか、本約款の規定に反する行為であってＩＰ通信網サービスに関する当社の業務の遂行ま

たは当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。 

２ 当社は、前項の規定によりＩＰ通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止

をする日および期間をＩＰ通信網契約者に通知します。 

 

第８章 通信 

 

（発信者番号通知） 

第 31 条 契約者回線等からの通信については、発信者番号通知（契約者回線等に係る契約者回線等番号を通

信の 

相手先の契約者回線等または相互接続点へ通知することをいいます。）を行います。ただし、ＩＰ通信網サ

ービス契約者がその取扱いを拒むときは、この限りではありません。 

２ 前項の場合において、当社は、契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等または相互接続点へ通知

する、または通知しないことに伴い発生する損害については、本約款で別に定める規定に該当する場合に限

り、その規定により責任を負います。 

（注１）ＩＰ通信網サービス契約者は、本条第１項の規定等により通知を受けた契約者回線等番号等の利用に

あたっては、総務省の定める｢発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関する

ガイドライン｣を尊重してください。 

（注２）契約者回線を利用回線とする音声利用ＩＰ通信網サービスに係る契約者番号と同一の番号を契約者回

線等番号として利用した発信者番号通知を行います。 

 

（通信利用の制限等） 

第 32 条 当社は、ＩＰ通信網サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の

非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力

の供給または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項

を内容とする通信を優先的に取扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等（当社がそれらの

機関との協議により定めたものに限ります。）以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあ

ります。 

機関名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

警察機関（海上保安機関を含みます。） 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

別記15の基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

国または地方公共団体の機関 

２ 前項の機関の通信を優先した結果、通信が輻そうしたときは、ＩＰ通信網契約者の通信が相手先に着信し

ないことがあります。 

 

第９章 料金等 



 

第１節 料金および工事に関する費用 

 

（料金および工事に関する費用） 

第33条 当社が提供するＩＰ通信網サービスの料金は、当社が定めるエディオンネット契約約款に規定する

ＩＰ通信網サービスに係るサービスプラン料金に含まれるものとします。 

２．当社が提供するＩＰ通信網サービスの工事に関する費用の内訳は、工事費、線路設置費および設備費とし、

料金表第２表（工事に関する費用）に定めるところによります。 

 

第２節 料金等の支払義務等 

 

（利用料金の支払義務） 

第 34 条 ＩＰ通信網契約者は、その契約に基づいて、当社がＩＰ通信網サービスの提供を開始した日（付加

機能または端末設備についてはその提供を開始した日）から起算して、ＩＰ通信網契約の解除があった日（付

加機能または端末設備についてはその廃止があった日）の前日までの期間（提供を開始した日と解除または

廃止のあった日が同一の日である場合は、１日間とします｡）について、エディオンネット契約約款に規定

するＩＰ通信網サービスに係るサービスプランの料金の支払いを要します。 

 ただし、付加機能を利用して行った通信に関する利用料金について、エディオンネット契約約款に別段の定

めがある場合は、その定めるところによります。 

２．前項の期間において、利用の一時中断等によりＩＰ通信網サービスを利用することができない状態が生じ

たときの利用料金の支払いは、次によります。 

（１）利用の一時中断をしたとき：ＩＰ通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 

（２）利用停止があったとき：ＩＰ通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 

（３）ＩＰ通信網契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用すること

ができなくなった場合であっても、そのＩＰ通信網契約に係る利用料金の支払いを要します。 

(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除または相互接続協定に係る電気

通信事業者の電気通信事業の休止 

(イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止または契約の解除その他

その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由 

（４）前３号の規定によるほか、ＩＰ通信網契約者は、次の場合を除き、ＩＰ通信網サービスを利用できな

かった期間中の利用料金の支払いを要します。 

区別 支払を要しない料金 

１ ＩＰ通信網契約者の責めによらない理

由により、そのIP通信網サービスを全く

利用できない状態（その契約に係る電気

通信設備によるすべての通信に著しい支

障が生じ、全く利用できない状態と同程

度の状態となる場合を含みます。以下こ

の表において同じとします。）が生じた

場合（２欄に該当する場合、３欄に該当

する場合またはＤＳＬ方式を利用したＩ

Ｐ通信網サービスにおいてＤＳＬ方式に

起因する事象により全く利用できない状

態となる場合を除きます。）にそのこと

を当社が知った時刻から起算して、24時

間以上その状態が連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用できな

かった時間（24時間の倍数である部分に限りま

す。）について、24時間ごとに日数を計算し、そ

の日数に対応するそのＩＰ通信網サービスにつ

いての料金 

２ 当社の故意または重大な過失によりそ そのことを当社が知った時刻以後の利用できな



のＩＰ通信網サービスを全く利用できな

い状態が生じたとき。 

かった時間について、その時間に対応するそのＩ

Ｐ通信網サービスについての料金 

３ 移転または回線収容部の変更に伴っ

て、ＩＰ通信網サービスを利用できなく

なった期間が生じたとき。（ＩＰ通信網

契約者の都合により、ＩＰ通信網サービ

スを利用しなかった場合であって、その

設備を保留したときを除きます。 

利用できなくなった日から起算し、再び利用でき

る状態とした日の前日までの日数に対応するそ

のＩＰ通信網サービスについての料金 

３．当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、ＩＰ通信網契約者にその料金

を返還します。 

 

（工事費の支払義務） 

第 35 条 ＩＰ通信網契約者は、当社に対して契約申込または工事を要する請求をし、当社からその承諾を受

けたときは、料金表第２表第２（工事費）に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前に

その契約の解除またはその工事の請求の取消し（以下この条において「解除等」といいます。）があった場

合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は､その工事費を

返還します。 

２．工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、ＩＰ通信網契約者には、その工

事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用および当該費用

の消費税相当額を負担していただきます。 

（初期契約解除に係る取扱い） 

第36条 ＩＰ通信網契約者が第20条（ＩＰ通信網契約者が行う初期契約解除）に規定する初期契約解除を行

った場合において、その初期契約解除を行った者は、初期契約解除までの期間において提供を受けた電気通

信役務に対してＩＰ通信網契約者が支払うべき金額その他の当該契約に関してＩＰ通信網契約者が支払う

べき金額を負担していただきます。この場合において、初期契約解除までの期間において提供を受けた電気

通信役務に対してＩＰ通信網契約者が支払うべき金額その他の当該契約に関してＩＰ通信網契約者が支払

うべき金額は、それぞれ事業法第 26 条の３第３項ただし書に係る総務省令に定める金額を限度とし、ＩＰ

通信網サービスの料金その他の債務と同額とします 

 

第３節 料金の計算等 

 

（料金の計算等） 

第 37 条 料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところに

よります。 

（注）当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、

別記10に定めるところによります。 

 

第４節 協定事業者に係る債権の譲受等 

 

（協定事業者に係る債権の譲受等） 

第38条 協定事業者（当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。）と電気通信サ

ービスに係る契約を締結しているＩＰ通信網契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡

すこととされた協定事業者の債権を当社が譲り受け、請求することを承認していただきます。この場合、当

社および協定事業者は、ＩＰ通信網契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 

２．前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するＩＰ通信網サービスの料金とみなして取

り扱います。 

 

（協定事業者が定める料金等の滞納通知） 



第39条 ＩＰ通信網契約者は、ＩＰ通信網契約者が前条の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を当

社が定める支払期日までに支払わないとき（料金その他の債務に係る債権について、当社から第40（債権

の譲渡）の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わ

ないときとします。）は、当社がその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知する場合があることにつ

いて、同意していただきます。 

 

第５節 債権の譲渡 

 

（債権の譲渡） 

第40条 ＩＰ通信網契約者は、当社が、本約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務

に係る債権（第38条（協定事業者に係る債権の譲受等）の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を

支払う義務を含みます。）を、当社が別に定める事業者（以下「請求事業者」といいます。）に対し、譲渡

することを承認していただきます。この場合において、当社および請求事業者は、ＩＰ通信網契約者への個

別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 

 

第 10章 保守 

 

（ＩＰ通信網契約者等の維持責任） 

第41条 ＩＰ通信網契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合す

るよう維持していただきます。 

 

（ＩＰ通信網契約者等の切分責任） 

第42条 ＩＰ通信網契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合

であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気

通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 

２．前項の確認に際して、ＩＰ通信網契約者から要請があったときは、当社は、ＩＰ通信網サービス取扱所に

おいて試験を行い、その結果をＩＰ通信網契約者にお知らせします。 

３．当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、ＩＰ通信

網契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあ

ったときは、ＩＰ通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する

費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

（注）本条は、自営端末設備または自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているＩＰ通信網契

約者およびローミング契約者には適用しません。 

 

（修理または復旧の順位） 

第43条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、また

は復旧することができないときは、第32条（通信利用の制限等）の規定により優先的に取り扱われる通信

を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第

１順位および第２順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたもの

に限ります。 

順位 修理または復旧する電気通信設備 

１ 気象機関に設置されるもの 

水防機関に設置されるもの 

消防機関に設置されるもの 

災害救助機関に設置されるもの 

警察機関に設置されるもの 

防衛機関に設置されるもの 



輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの  

通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

２ ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

選挙管理機関に設置されるもの 

別記15に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関に設置され

るもの 

預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 

国または地方公共団体の機関に設置されるもの（第１順位となるものを除きます。） 

３ 第１順位および第２順位に該当しないもの 

（注）当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線

について、暫定的に収容ＩＰ通信網サービス取扱所またはその経路を変更することがあります。 

 

第 11章 損害賠償 

 

（責任の制限） 

第44条 当社は、ＩＰ通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提

供をしなかったときは、そのＩＰ通信網サービスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備に

よる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下こ

の条において同じとします。）にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続

したときに限り、そのＩＰ通信網契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその契約約款等に定め

るところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。 

２．前項の場合において、当社は、ＩＰ通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時

刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍数である部分に限ります。）について、24時間ごとに日数

を計算し、その日数に対応するそのＩＰ通信網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、

その額に限って賠償します。 

（１）料金表に規定する利用料金 

３．当社の故意又は重大な過失によりＩＰ通信網サービスの提供をしなかったときは、前２項の規定は適用し

ません。 

４．第１項及び第２項の規定にかかわらず、付加機能又は端末設備に係る損害賠償の取扱いについて料金表第

１表（料金）に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

（注１）本条第１項に規定するＩＰ通信網サービスが全く利用できない状態には、ＤＳＬ方式に起因する事

象は含みません。 

（注２）本条第２項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じ

て取り扱います。 

 

（免責） 

第45条 当社は、ＩＰ通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工

事に当たって、ＩＰ通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむ

を得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。 

２．当社は、本約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更（以下この条にお

いて「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、

負担しません。ただし、技術的条件の規定の変更（IP通信網サービス取扱所に設置する交換設備の変更に

伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。）により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続さ

れている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用

のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 



 

第 12章 雑則 

 

（承諾の限界） 

第46条 当社は、ＩＰ通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術

的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求

を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款に

おいて別段の定めがある場合は、その定めるところによります｡ 

 

（利用に係るＩＰ通信網契約者等の義務） 

第47条 ＩＰ通信網契約者は、次のことを守っていただきます。 

（１）当社がＩＰ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もし

くは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常

事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守の

ため必要があるときまたは当社が認めるときは、この限りでありません。 

（２）通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 

（３）当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がIP通信網契約に基づき設置した電気

通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 

（４）当社がＩＰ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。 

２．ＩＰ通信網契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定

する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 

 

（ＩＰ通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等） 

第48条 ＩＰ通信網契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記４に定め

るところによります。 

 

（ＩＰ通信網サービスの技術的事項および技術資料の閲覧） 

第49条 当社は、当社が指定するＩＰ通信網サービス取扱所において、ＩＰ通信網サービスにおける基本的

な技術的事項およびＩＰ通信網サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。 

 

（ＩＰ通信網契約者等の氏名の通知等） 

第50条 ＩＰ通信網契約者は、協定事業者（そのＩＰ通信網契約者がＩＰ通信網サービスを利用するうえで

必要な契約を締結している者に限ります。）または特定事業者から請求があったときは、当社がそのＩＰ通

信網契約者の氏名、住所および通信履歴等を、その協定事業者または特定事業者に通知する場合があること

について、同意していただきます。 

２．ＩＰ通信網契約者は、当社が通信履歴等そのＩＰ通信網契約者に関する情報を、当社の委託によりＩＰ通

信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。 

３．ＩＰ通信網契約者は、当社が第40条（債権の譲渡）の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合に

おいて、当社がそのＩＰ通信網契約者の氏名、住所および契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情

報ならびに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号および第30条（利用停止）の規定に

基づきそのＩＰ通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請

求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。 

４．ＩＰ通信網契約者は、当社が第40条（債権の譲渡）の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合に

おいて、請求事業者がそのＩＰ通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知

する場合があることについて、同意していただきます。 

 

（協定事業者等からの通知） 



第51条 ＩＰ通信網契約者は、当社が、料金もしくは工事に関する費用の適用またはＩＰ通信網サービスの

提供に当たり必要があるときは、協定事業者または特定事業者からその料金もしくは工事に関する費用を適

用するまたはそのＩＰ通信網サービスを提供するために必要なＩＰ通信網契約者の情報の通知を受けるこ

とについて、承諾していただきます。 

 

（協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行） 

第52条 当社は、ＩＰ通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者（当社が別に定

める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。）の契約約款等の規定により協定事業者が

そのＩＰ通信網契約者に請求することとした電気通信サービスの料金または工事に関する費用について、そ

の協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。 

（１）その申出をしたＩＰ通信網契約者が当社が請求する料金または工事に関する費用の支払いを現に怠っ

ていないとき、または怠るおそれがないとき。 

（２）そのＩＰ通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 

（３）その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 

２．前項の規定により、当社が請求した料金または工事に関する費用について、そのＩＰ通信網契約者が当社

が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。 

 

（協定事業者によるＩＰ通信網サービスに関する料金等の回収代行） 

第 53 条 当社は、ＩＰ通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社が本約款の規定により

そのＩＰ通信網契約者に請求することとした料金または工事に関する費用について、当社の代理人として、

協定事業者（当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。）が請求し、回

収する取扱いを行うことがあります。 

（１）その申出をしたＩＰ通信網契約者が当社が請求する料金または工事に関する費用の支払いを現に怠っ

ていないとき、または怠るおそれがないとき。 

（２）そのＩＰ通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 

（３）その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 

２．前項の規定により、協定事業者が請求した料金または工事に関する費用について、そのＩＰ通信網契約者

が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱

いを廃止します。 

 

（法令に規定する事項） 

第54条 ＩＰ通信網サービスの提供または利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めると

ころによります。 

（注）法令に定めがある事項については、別記５から９に定めるところによります。 

 

（閲覧） 

第55条 本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。 

 

第 13章 附帯サービス 

 

（附帯サービス） 

第56条 ＩＰ通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記11から15に定めるところに

よります。 

 

 

別記 

 

１ ＩＰ通信網サービスの提供区域等 



（１）ＩＰ通信網サービスの提供区域は、次表のとおり日本国内のエリア区分とそれに属する都道府県の区

域のうち当社が別に定める区域とします。なお、サービス提供区域は変更される場合があります。 

日本国内のエリア区分 都道府県の区域 

東日本エリア 北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、東京都、神

奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新

潟県、静岡県、富山県 

西日本エリア 長野県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、大

阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、山

口県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、高知県、徳島県、福岡県、佐賀

県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

（２）当社のＩＰ通信網サービスに係る通信は、当社が別に定める区域における契約者回線等相互間または

契約者回線等と相互接続点との間において提供します。 

（３）当社は契約者回線等を収容する取扱所交換設備が設置されるＩＰ通信網サービス取扱所について、閲

覧に供します。 

 

２ ＩＰ通信網契約者の地位の承継 

（１）相続によりＩＰ通信網契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明

する書類を添えて所属IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

（２）（１）の場合に､地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に対する代表者と

定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 

（３）当社は､（２）の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの１人を代

表者として取り扱います。 

３ ＩＰ通信網契約者の氏名等の変更の届出 

（１）ＩＰ通信網契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所に変更があったときは、そのことを速

やかに所属ＩＰ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます｡ 

（２）（１）の届出があったときは、当社は､その届出があった事実を証明する書類を提示していただくこ

とがあります。 

４ ＩＰ通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等 

（１）契約者回線等の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）または建物内において、当社が

契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、そのＩＰ通信網契約者から提供していた

だきます。ただし、ＩＰ通信網契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所

を提供することがあります。 

（２）当社がＩＰ通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、ＩＰ通信網契約者から提供

していただくことがあります。 

（３）ＩＰ通信網契約者は、契約者回線等の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）または建

物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望すると

きは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。 

５ 自営端末設備の接続等 

（１）ＩＰ通信網契約者は、その契約者回線等の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設

備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。

この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平成16年総務省令第15号。以下「技

術基準適合認定規則」といいます。）様式第７号の表示が付されている端末機器（技術基準適合認定規

則第３条で定める種類の端末設備の機器をいいます。）、技術基準および技術的条件に適合することに

ついて事業法第86条第１項に規定する登録認定機関または事業法第104条第２項に規定する承認認定

機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の

請求をしていただきます。 

（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。 



ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 

イ その接続が電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といい

ます。）第31条で定める場合に該当するとき。 

（３）当社は、（２）の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準および技術的条

件に適合するかどうかの検査を行います。 

ア 技術基準適合認定規則様式第７号または第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。 

イ 事業法施行規則第32条第１項で定める場合に該当するとき。 

（４）（３）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

（５）ＩＰ通信網契約者は、工事担任者規則（昭和60年郵政省令第28号）第４条で定める種類の工事担任

者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させな

ければなりません。ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りでありません。 

（６）IP通信網契約者がその自営端末設備を変更したときについても、（１）から（５）の規定に準じて

取り扱います。 

（７）ＩＰ通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは､その

ことを当社に通知していただきます。 

６ 自営端末設備に異常がある場合等の検査 

（１）当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円

滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ＩＰ通信網契約者に、その自営端末設備の接続

が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、

ＩＰ通信網契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第２項で定める場合を除い

て、検査を受けることを承諾していただきます。 

（２）（１）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

（３）（１）の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められない

ときは、ＩＰ通信網契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。 

７ 自営電気通信設備の接続 

（１）ＩＰ通信網契約者は、その契約者回線等の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設

備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営

電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当

社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。 

（２）当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 

イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定

を受けたとき｡ 

（３）当社は、（２）の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第１項で定める場合に該当する

ときを除いて、その接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。 

（４）（３）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

（５）IP通信網契約者は、工事担任者規則第４条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている

者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。 ただ

し、同規則第３条で定める場合は、この限りでありません。 

（６）ＩＰ通信網契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、（１）から（５）の規定に準

じて取り扱います。 

（７）ＩＰ通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、

そのことを当社に通知していただきます。 

８ 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 

契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供

に支障がある場合の検査については、別記６（自営端末設備に異常がある場合等の検査）の規定に準じて取

り扱います。 

９ 当社の維持責任 



当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和60年郵政省令第30号）に適合する

よう維持します。 

10 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い 

 IP通信網契約者は、当社が請求した料金または工事に関する費用の額が、第34条（利用料金の支払義務）

から第36条（初期契約解除に係る取扱い）までの規定その他本約款の規定により料金表に定める料金また

は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める

場合を除き、本約款の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用（当社が請求した料金または

工事に関する費用の額と本約款の規定により料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要す

るものとされている額との差額を含みます。）の支払いを要します。 

11 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 

当社は、ＩＰ通信網サービスの契約の申込みをする者またはＩＰ通信網契約者から要請があったときは、協

定事業者（当社が別に定める協定事業者に限ります。）の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届

出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。 

12 サービス料金回収代行等 

（１）当社は、ＩＰ通信網契約者（当社が別に定める者に限ります。以下、この別記12において同じとし

ます。）に有料サービス（ＩＰ通信網契約者が、有料で商品または役務の提供を受けることができるサ

ービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得た上で提供

するものをいいます。以下同じとします。）の利用に係る有料サービス利用者識別符号（有料サービス

を利用するための英字および数字等の組み合わせのものであって、当社が別に定めるところにより付与

するものをいいます。以下同じとします。）を付与します。 

（２）（１）に規定する有料サービス利用者識別符号は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があ

るときは変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをＩＰ通信網契約者にお知

らせします。 

（３）ＩＰ通信網契約者は有料サービス利用者識別符号の適正な管理に努めていただきます。 

（４）当社は、ＩＰ通信網契約者から請求があったときは、（１）に規定する有料サービス利用者識別符号

を利用して行った有料サービスの利用に係るサービス料金（有料サービスの利用の際に、当該有料サー

ビスの提供者（以下「有料サービス提供者｣といいます。）がお知らせする料金をいいます。以下同じ

とします。）を、その有料サービス提供者の代理人として回収します。 

（５）（４）の場合において、課金するサービス料金は、当社の機器により計算します。 

（６）当社は、有料サービス提供者から請求があった場合は、その有料サービスの利用者に係る氏名および

住所等をその有料サービス提供者に通知することがあります。 

（７）当社が定める期間が経過しても回収できないサービス料金については、有料サービス提供者が回収す

るものとします。 

（８）ＩＰ通信網契約者は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所に申し出をしていただいたうえで、

有料サービス（当社が別に定めるものを除きます。）の利用の規制および利用の規制の解除を行うこと

ができます。 

13 サービス料金回収代行に係る回収の方法 

（１）当社は、別記12（サービス料金回収代行等）の規定により回収するサービス料金については、IP通

信網契約者に請求します。この場合、その有料サービスのサービス料金は、その利用に係るＩＰ通信網

サービスの利用料金に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。 

（２）（１）の場合において、請求する有料サービスの料金は、当社の機器により計算します。 

14 サービス料金回収代行に係る免責 

当社は、有料サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を

負いません。 

15 新聞社等の基準 

区分 基準 

１ 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 



（１）政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議するこ

とを目的として、あまねく発売されること。 

（２）発行部数が、１の題号について 8,000部以上であること。 

２ 放送事業者 放送法（昭和25年法律第132号）第２条第23 号に規定する基幹放送事業

者および同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 

３ 通信社 新聞社または放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊新

聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報

（広告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目的とする通

信社 

 

 

料金表 

 

通則 

（料金の計算方法等） 

１ 当社は、ＩＰ通信網契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。  

ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 

２ 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金をその利用日数に応じて日割します。 

（１）料金月の初日以外の日にＩＰ通信網サービスの提供の開始（付加機能または端末設備についてはその

提供の開始）があったとき｡ 

（２）料金月の初日以外の日に契約の解除または廃止される契約者回線、付加機能もしくは端末設備の廃止

等があったとき。 

（３）料金月の初日にＩＰ通信網サービスの提供を開始（付加機能または端末設備についてはその提供を開

始）し、その日にその契約の解除または契約者回線、付加機能もしくは端末設備の廃止があったとき。 

（４）料金月の初日以外の日にＩＰ通信網サービスの品目の変更等により月額料金の額 が増加または減少

したとき。この場合、増加または減少後の月額料金は、その増加または 減少のあった日から適用しま

す。 

（５）第34条（利用料金の支払義務）第２項第４号の表の規定に該当するとき。 

（６）４の規定に基づく起算日の変更があったとき。 

３ ２の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第34条第２項第４号の表の１欄

に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみ

なします。 

４ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、１に規定する料金月の起算日を変更することがありま

す。 

（端数処理） 

５ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨

てます。 

（料金等の支払い） 

６ ＩＰ通信網契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する

ＩＰ通信網サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。 

７ ＩＰ通信網契約者は、料金および工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払ってい

ただきます。 

（料金の一括後払い） 

８ 当社は、当社に特別の事情がある場合は、ＩＰ通信網契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当社が指

定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 

（消費税相当額の加算） 



９ 第34条（利用料金の支払義務）から第36条（初期契約解除に係る取扱い）までの規定その他本約款の規

定により料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表

に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 

（注１）９において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格（消費税相当額を加算しない額

をいいます。以下同じとします。）によるものとします。 

（注２）この料金表において税込価格（税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとしま

す。）と表示されていない額は、税抜価格とします。 

（注３）本約款の規定により支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、税込価

格に基づき計算した額と異なる場合があります。 

（料金等の臨時減免） 

10 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、そ

の料金または工事に関する費用を減免することがあります。 

 （注）当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のＩＰ通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、

その旨を周知します。 

 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 

第１ ＩＰ通信網サービスに関する利用料金 

 

 １ 適用 

区分 内容 

（１） ＩＰ通信網サー

ビス区域の設定 

当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、ＩＰ通信網サービスの

需要と供給の見込み等を考慮してＩＰ通信網サービス区域を設定します。 

（２） ＩＰ通信網サー

ビスの品目および細

目に係る料金の適用

等 

当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり品目および細目等を定め

ます。 

ア ＩＰ通信網サービスには、次表のとおり提供の形態による区別がありま

す。 

区別 内容 

メニュー１ メニュー２以外の契約者回線型サービス 

メニュー２ 当社が契約者グループ（当社が指定する同一の構内また

は建物内に終端がある契約者回線に係るＩＰ通信網契 

約者からなるグループをいいます。以下同じとします。）

を設定して提供する契約者回線型サービス 

備考 

１ 当社は、メニュー１およびメニュー２に係る契約者回線の終端の場

所に当社の回線終端装置を設置します。 

２ ＩＰ通信網契約者は、メニュー１およびメニュー２の相互間の細目

の変更を行うことはできません。 

  

イ メニュー１には、次表のとおり品目があります。 

品目 内容 

100Mbs 最大100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

200Mbps 同時に通信が可能な１の着信先ごとに最大200.0Mbit/s

までの符号伝送が可能なもの 

1Gbps 最大概ね１Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

10Gbps 最大概ね10Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

（注）200Mbsのものは、当社が別に定める電気通信設備との間におけ



る通信であって、収容ＩＰ通信網サービス取扱所から契約者回線の終

端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね１Gbit/s までとなりま

す。 

 

ウ メニュー１には、次表のとおり細目があります。 

 Ａ 100Mbpsの品目における通信の態様による細目 

区別 内容 

プラン１ ＩＰ通信網内において、付加機能を利用することなくＩ

Ｐｖ６による通信を行うことができるものであって、帯

域確保機能を利用した通信を行うことが可能なもの 

 Ｂ 1Gbpsの品目における通信の態様による細目 

区別 内容 

プラン２ 帯域確保機能を利用した通信を行うことが可能なもの

であって、同時に通信を行うことが可能な着信先の数の

上限が５までのもの 

 Ｃ 保守の態様による細目 

区別 内容 

タイプ１ 午前９時から午後５時までの時間帯以外の時刻に、その

ＩＰ通信網契約に係る修理または復旧の請求を受け付

けたときに、午前９時から午後５時までの時間帯（その

受け付けた時刻以後の直近のものとします。）において

その修理または復旧を行うもの 

 

エ メニュー２には、次表のとおり品目があります。 

品目 内容 

100Mbs 最大100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

200Mbps 同時に通信が可能な１の着信先ごとに最大200.0Mbit/s

までの符号伝送が可能なもの 

1Gbps 最大概ね１Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

10Gbps 最大概ね10Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの 

（注）200Mbsのものは、当社が別に定める電気通信設備との間におけ

る通信であって、収容ＩＰ通信網サービス取扱所から契約者回線の終

端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね１Gbit/s までとなりま

す。 

 

オ メニュー２には、次表のとおり細目があります。 

 Ａ 通信方式の態様による区別 

区別 内容 

カテゴリー

１ 

ＩＰ通信網内において、付加機能を利用することなくＩ

Ｐｖ６による通信を行うことができるものであって、帯

域確保機能を利用した通信を行うことが可能なもの 

備考 

通信方式の態様による区別は、品目が100Mbs のものにあります。 

 Ｂ 契約者回線の態様による区別 

区別 内容 

グレード１ 同一の契約者グループにおける契約者回 線の終端を１

回線ごとに異なる場所とすることが可能なもの 



グレード２ グレード１以外のもの 

備考 

契約者回線の態様による区別は、100Mbsのカテゴリー１のものになり

ます。 

 Ｃ 保守の態様による細目 

区別 内容 

タイプ１ 午前９時から午後５時までの時間帯以外の時刻に、その

ＩＰ通信網契約に係る修理または復旧の請求を受け付

けたときに、午前９時から午後５時までの時間帯（その

受け付けた時刻以後の直近のものとします。）において

その修理または復旧を行うもの 

備考 

保守の態様による細目は、100Mbs、200Mbsまたは１Gbsのものになりま

す。 
 

（３）ＩＰｖ６による契

約者回線間通信等に

係る取扱い 

ア ＩＰｖ６通信契約者回線ならびにメニュー１およびメニュー２に係るＩ

Ｐ通信網サービスについては、通信の都度指定する相手先（以下この欄に

おいて「通信の相手先」といいます。）との間において、通信相手先識別

符号（ＩＰｖ６による通信の相手先を識別するため の英字及び数字等の組

み合わせであって、当社が別に定めるところにより付与するものをいいま

す。以下同じとします。）を用いて、ＩＰｖ６によりＩＰ通信網のみを介

して行う通信（当社が別に定めるものに限ります。以下「ＩＰｖ６による

契約者回線間通信」といいます。）を行うことならびにその契約者回線に

接続される端末設備のコ ンピュータウイルスを検出もしくは駆除する機

能および第三者による不正アクセスを防止する機能等を有するセキュリテ

ィファイルの供給（以下「セキュリティファイル供給」といいます。）を

受けることができます。 

イ ＩＰｖ６による契約者回線間通信については、次に規定するものとの間

に限り行うことができます。 

(ア) ＩＰｖ６通信契約者回線の場合 

  当社が別に定めるもの  

(イ) メニュー１およびメニュー２に係る契約者回線の場合 

     当社が別に定めるもの 

ウ 当社は、１の契約者回線ごとに１の通信相手先識別符号を付与します。  

エ ＩＰｖ６による契約者回線間通信については、当社が別に定めるところ

によりその通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知します。ただし、そ

のＩＰ通信網契約者が、当社が別に定めるところによりその通信相手先識

別符号を通信の相手先へ通知することを拒むときは、その通信相手先識別

符号を 通信の相手先へ通知しません。  

オ 当社は、技術上もしくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、

通信相手先識別符号を変更または廃止することがあります。この場合、当

社は、あらかじめそのことをＩＰ通信網契約者にお知らせします。 

カ 当社は、１の契約者回線ごとに１の端末設備において利用可能なセキュ

リティファイル（セキュリティファイル供給先追加機能により追加される

ものを除きます。）を 供給します。 

キ ＩＰ通信網契約者は、セキュリティファイル供給を受けるために必要な

情報を、当社が必要により設置する電気通信設備であって当社が指定する

ものにあらかじめ登録していただきます。  



ク ＩＰ通信網契約者は、キに規定する情報および通信相手先識別符号の適

正な管理に努めていただきます。  

ケ 当社は、セキュリティファイル供給によりコンピュータウイルスの検出

もしくは駆除および第三者による不正アクセスの防止等を完全に行うこと

を保証するものではありません。  

コ 当社は、第44条（責任の制限）に規定するほか、ＩＰｖ６による契約者

回線間通信およびセキュリティファイル供給を提供することに伴い発生す

る損害（通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知するまたは通知しない

ことに伴い発生する損害を含みます。）については、責任を負いません。 

 （注）ＩＰ通信網契約者は、この欄の規定等により通知を受けた通信相手先

識別符号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サー

ビスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊

重してください。 

（４）復旧等に伴い収容

ＩＰ通信網サービス

取扱所またはその経

路を変更した場合の

利用料金の 適用 

当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときに一時的に収容ＩＰ

通信網サービス取扱所またはその経路を変更した場合の利用料金は、２（料

金額）の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容ＩＰ通信網サ

ービス取扱所または経路において修理または復旧したものとみなして適用

し ます。 

（５）屋内配線利用料の

適用 

屋内配線利用料は、次の配線ごとに適用します。  

ア 契約者回線等の終端からジャックまたはローゼット（ジャックまたはロ

ーゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄につ

いて同じとします。）までの配線  

イ １のジャックまたはローゼットから他のジャックまたはローゼットまで

の配線  ただし、その屋内配線について、電話サービスに係る屋内配線使

用料の適用を受けている場合は、その料金額は適用しません。 

 

２ 利用料 

 

利用料                                 １契約者回線ごとに月額 

区分 料金額 

メニュー１に 

係るもの 

100Mbps

のもの 

プラン１のもの エディオンネット契約約款に規定

する以下のサービスメニューの月

額利用料金に含まれています。 

・エディオンネット IoTパックの

（ファミリー）および（ファミリー 

IPoE） 

・エディオンネット 基本パックの

（ファミリー）および（ファミリー 

IPoE） 

200Mbpsのもの 

1Gbpsの

もの 

プラン２のもの 

10Gbpsのもの エディオンネット契約約款に規定

する「エディオンネット 基本パッ

クＸ（ファミリー IPoE）」の月額

料金に含まれています。 

メニュー２に 

係るもの 

100Mbps

のもの 

カテゴ

リー１ 

のもの 

グレード１のもの エディオンネット契約約款に規定

する以下のサービスメニューの月

額利用料金に含まれています。 

・エディオンネット IoTパックの

グレード

２のもの 

配線設備多重

装置を利用す

る場合 



上記以外のも

の 

（マンション）および（マンション 

IPoE） 

・エディオンネット 基本パックの

（マンション）および（マンション 

IPoE） 

200Mbpsのもの 

1Gbpsのもの 

10Gbpsのもの エディオンネット契約約款に規定

する「エディオンネット 基本パッ

クＸ（マンション IPoE）」の月額

料金に含まれています。 

備考 

１ 配線設備多重装置とは、契約者回線の終端と自営端末設備等との間に設置されるものであって、Ｄ

ＳＬ方式により１の配線設備においてＮＴＴの電話サービスまたは総合ディジタル通信サービスに係

る通信とＩＰ通信網サービスに係る通信を同時に利用できる機能を有する装置のことをいいます。 

２ 配線設備多重装置を利用する場合の料金額には、配線設備多重装置の料金（600円（税込価格660

円））を含みます。 

 

３ 無線ＬＡＮ機器レンタル料 

    当社が提供する宅内機器を利用しているとき 

  レンタル機器利用料      １装置ごとに月額 

レンタル機器区分 提供対象 提供エリア区分 提供サービス名 料金額 

無線LAN対応型ル

ータ機能付回線接

続装置 

（１）（２）以外

のもの 

西日本エリア 
レンタルＨＧＷ（Ｗ） 

450円 

（税込価格495円） 

東日本エリア 
レンタルＨＧＷ（Ｅ） 

450円 

（税込価格495円） 

無線LAN対応型ル

ータ機能付回線接

続装置用増設機器 

西日本エリア 
無線ＬＡＮカード（Ｗ） 

100円 

（税込価格110円） 

東日本エリア 
無線ＬＡＮカード（Ｅ） 

300円 

（税込価格330円） 

10Gbps対応ルータ （２）メニュー１

の品目が10Gbps

の IP通信網契約

に係るもの 

東日本エリア Ｘ対応レンタルルータ

（Ｅ） 

500円 

（税込価格550円） 

西日本エリア Ｘ対応レンタルルータ

（Ｗ） 

500円 

（税込価格550円） 



備考 

１ 無線ＬＡＮ対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置の拡張カードスロットの物理インターフェ

ースの仕様は、当社が別に定めるものとします。 

２ 無線ＬＡＮ対応型ルータ機能付回線接続装置については、基本装置を利用するＩＰ通信網契約者に

限り増設装置を提供します。ただし、無線ＬＡＮ対応型ルータ機能付回線接続装置については、１の

基本装置に係る増設装置の数を４までとします。 

３ 無線ＬＡＮ対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置を用いた通信については、その一部区間に

おいて無線方式が IEEE802.11b、IEEE802.11g および IEEE802.11n により、あるいは IEEE802.11a、

IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11nおよびIEEE802.11acにより符号伝送を行います。 

４ ３に規定する通信については、障害物等により通信の伝送速度が著しく低下もしくは変動する状態、

符号誤りが発生する状態または通信が全く利用できない状態となる場合があります。 

５ 無線ＬＡＮ対応型ルータ機能付回線接続装置は、音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款に定める第

２種サービスに係る利用回線である場合以外の契約者回線に係るＩＰ通信網契約者に限り提供しま

す。 

６ 無線ＬＡＮ対応型ルータ機能付回線接続装置は、１の契約者回線につき、１の無線ＬＡＮ対応型ル

ータ機能付回線接続装置を提供します。 

 

４ 付加機能利用料 

区分 単位 料金額（月額） 

ＩＰｖ６通信相

手先拡張機能 

（Ｖ６オプショ

ン） 

IP通信網サービスの契約者回線について、この

機能を利用する他の契約者回線または当社が別

に定める相互接続点に係る通信の相手先との間

におけるＩＰｖ６による通信を可能とする機能 

１契約者回線ごと

に 

－ 

備
考 

１ メニュー１の 10Gbpsのものに係るＩＰ通信網契約を締結した場合であって、Ｉ

Ｐ通信網契約者から特段の申出がないときには、ＩＰ通信網契約者から本機能の申

込があったものとみなして取り扱います。 

２ 当社は、１の契約者回線ごとに１の通信相手先識別符号（通信相手先識別符

号追加機能により追加されるものを除きます。）を付与します。 

３ この機能を利用した通信の相手先となる相互接続点は１の協定事業者に係る

ものに限るものとし、ＩＰ通信網契約者はその協定事業者を あらかじめ指定し

ていただきます。 

４ メニュー１およびメニュー２の200Mbsのものに係るこの機能を利用した通

信については、契約者回線等との間における通信であって、収容ＩＰ通信網サ

ービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね

１Gbit/sまでとなります。 

５ 当社は、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるとき は、通信

相手先識別符号を変更または廃止することがあります。この場合、当社は、あ

らかじめそのことをＩＰ通信網契約者にお知らせします。 

６ ＩＰ通信網契約者は、通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきま

す。 

通信相手先識別

符号追加機能 

（追加ネーム） 

ＩＰｖ６通信相手先拡張機能を提供されている

契約者回線について、通信相手先識別符号を１

を超えて取得することを可能とする機能 

追加する１ の通

信相手 先識別符

号 ごとに 

100円 

（税込価格

110円） 

備
考 

１ 追加することが可能な通信相手先識別符号の数は、最大９までとします。 

２ その契約者回線についてＩＰｖ６通信相手先拡張機能の廃止があった場合

は、この機能を廃止します。 

 



 

第２表 工事に関する費用 

 

 第１ 工事費 

 

  １ 適用 

  

（１）工事費の算定 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、 回線収容部工事費、

回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、回線調整工事費、時刻指定

工事費、配線経路構築工事費、配線保護工事費および工事の着手等に関する工事

費を合計して算定します。 

（２）基本工事費の 

適用 

ア 基本工事費について、回線終端装置工事、配線工事（配線経路構築工事およ

び配線保護工事は含みません。）、機器工事および工事の着手等に関する工事

費（工事の結果の報告に係るものに限ります。）に関する工事費の額の合計額

が29,000円（税込価格31,900円）までの場合は基本額のみを適用し、29,000

円（税込価格31,900円）を超える場合は加算額を計算し、基本額にその額を加

算して適用します。 

イ 基本工事費について、回線調整を行う場合（保安器の変更のみを行う場合を

除きます。）は基本額に回線調整に関する加算額を加算して適用します。 

ウ １の者からの申込みまたは請求により同時に２以上の工事を施工する場合

（当社が別に定める場合を除きます。）は、それらの工事を１の工事とみなし

て、基本工事費（回線調整に関する加算額を除きます。）を適用します。 

（４）交換機等工事 

費、回線収容部工

事費、回線終端装

置工事費、屋内配

線工事費、 機器

工事費、時刻指定

工事費、 配線経

路構築工 事費お

よび配線保 護工

事費の適用 

ア 交換機等工事費、回線収容部工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、

機器工事費、時刻指定工事費、配線経路構築工事費および配線保護工事費は、

次の場合に適用します。 

区分 交換機等工事費等の適用 

（ア）交換機等工

事費 

ＩＰ通信網サービス取扱所の交換設備または主配線盤

等において工事を要する場合に適用します。 

（イ）回線収容部

工事費 

回線収容部において工事を要する場合に適用します。 

（ウ）回線終端装

置工事費 

回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 

（エ）屋内配線工

事費 

次の配線の工事を要する場合に適用します。  

(ア) 契約者回線の一端からジャックまたはローゼッ

ト（ジャックまたはローゼットが設置されない場合は

宅内機器とします。以下この欄において同じとしま

す。）までの間の配線  

(イ) １のジャックまたはローゼットから 他のジャッ

クまたはローゼットまでの間の配線 

（オ）機器工事費 当社が提供する宅内機器の工事を要する場合に適用し

ます。 

（カ）時刻指定工

事費 

契約者回線について、ＩＰ通信網契約者から時刻指定工

事費を支払うことを条件にそのＩＰ通信網契約者が指

定する時刻（当社が別に定める時刻に限ります。以下、

「指定時刻」といいます。）に当社が工事 （回線終端

装置工 事、機器工事、配線経路構築工事費、配線保護

工事費、工事の着手等に関する工事費（配線経路の調査



に係るものに限ります。 ）またはこれらの工事を当社

が施工する前に契約者回線の設置場所において行う調

査（当社が必要と認める場合に限ります。）に限ります。

以下この欄において 同じとします。）を行う旨の請求

があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行

う場所に到着したとき（その契約者の責めに帰すべき理

由により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着

できなかった場合を含みます。）に適用します。ただし、

当社の責めに帰すべき理由によりその工事が完了しな

かった場合は、この限りでありません。 

（キ）配線経路構

築工事費 

契約者回線の設置もしくは移転または品目もしくは細

目の変更に伴い、契約者回線の終端のある構内（これに

準ずる区域内を含みます。）または建物内において、配

線経路構築の工事を要する場合に適用します。 

（ク）配線保護工

事費 

契約者回線の設置もしくは移転または品目もしくは細

目の変更に伴い、契約者回線の終端のある構内（これに

準ずる区域内を含みます。）または建物内において、配

線保護の工事を要する場合に適用します。 

イ １の者からの請求により同時に２以上の工事を施工する場合は、それらの工

事を１の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。 

（４）移転の場合の 

工事費の適用 

移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 

（５）別棟配線の場

合の屋内配線工

事費の適用 

別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、２ （工事

費の額）の規定にかかわらず、別に算定する実費とします 

（６）割増工事費の  

適用 

ア 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込みまたは請求があった場合の

工事費（時刻指定工事費およびウに規定する加算額を除きます。）は、２（工

事費の額）の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 

 (ア) (イ)、(ウ)および(エ)以外の工事または調査に係るもの 

工事を施工する時間帯 割増工事費の額 

午後５時から午後10時まで（１月

１日から１月３日までおよび12月

29日から12月 31 日までの日にあ

っては、午前８時30分から午後10

時までとします。 

その工事に関する工事費の合計額（工

事の着手等に関する工事費（工事の結

果の報告に係るものに限ります。）を

含みます。）から 1,000円（税込1,100

円）を差し引いて1.3倍を乗じた額に

1,000円（税込1,100円）を加算した

額 

午後10時から翌日の午前８時30分

まで 

その工事に関する工事費の合計額（工

事の着手等に関する工事費（工事の結

果の報告に係るものに限ります。）を

含みます。）から 1,000円（税込1,100

円）を差し引いて1.6を乗じた額に

1,000円（税込1,100円）を加算した

額 

 （イ） 配線経路構築工事に係るもの 

工事を施工する時間帯 割増工事費の額 

午後５時から午後10時まで（１月 配線経路構築工事費に1.3 を乗じた



１日から１月３日までおよび12月

29日から12月 31 日までの日にあ

っては、午前８時30分から午後10

時までとします。 

額 

午後10時から翌日の午前８時30分

まで 

配線経路構築工事費に1.6 を乗じた

額 

 （ウ） 配線保護工事に係るもの 

工事を施工する時間帯 割増工事費の額 

午後５時から午後10時まで（１月

１日から１月３日までおよび12月

29日から12月 31 日までの日にあ

っては、午前８時30分から午後10

時までとします。 

配線保護工事費に1.3を乗じた額 

午後10時から翌日の午前８時30分

まで 

配線保護工事費に1.6を乗じた額 

（エ） 配線経路の調査に係るもの 

工事を施工する時間帯 割増工事費の額 

午後５時から午後10時まで（１月

１日から１月３日までおよび12月

29日から12月 31 日までの日にあ

っては、午前８時30分から午後10

時までとします。 

工事の着手等に関する工事費（配線経

路の調査に係るものに限ります。）に

1.3を乗じた額 

午後10時から翌日の午前８時30分

まで 

工事の着手等に関する工事費（配線経

路の調査に係るものに限ります。）に

1.6を乗じた額 

 

イ 次表に規定する時間帯における指定時刻を指定する請求があった場合の時刻

工事費の額は、２（工事費の額）の規定にかかわらず、次表に規定する額を適

用します。 

工事を施工する時間帯 割増工事費の額 

午後５時から午後９時まで 20,000円（税込価格22,000円） 

午後10時から翌日の午前８時まで 30,000円（税込価格33,000円） 

 

ウ 当社は、ＩＰ通信網契約者からその契約者回線の設置もしくは移転または品

目もしくは細目の変更に関する工事（その契約者回線の工事に係る基本工事費

および交換機等工事費の合計額が2,000円(税込価格 2,200円) であるものを

除きます。）または工事の着手等に関する工事 （配線経路の調査に係るものに

限ります。）を土曜日、日曜日および祝日（国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178 号）の規定により休日とされた日ならびに１月２日、１月３日お

よび12月 29日から12月 31日までの日をいいます。）に行ってほしい旨の申

出があった場合であって、当社がその申出を承諾した場合、その工事に関する

工事費の合計額に、１の工事ごとに3,000円（税込価格 3,300円）を加算して

適用します。 

（７）工事の着手等

に関する工事費

の適用 

契約者回線の設置もしくは移転または品目もしくは細目の変更に係る工事の着手

等に関する工事を行うときには、次表に規定する額を適用します。 

区分 工事費の適用 単位 工事費の額 

ア 配線経路 契約者回線の終端のあ 基本額（１の工事 13,000円 



の 調査に係

るも の 

る構内（これに準ずる

区域内を含みます。）

または建物内におい

て、配線経路の調査を

行う場合に適用します 

ごとに （税込価格

14,300円） 

配線経路にお け

る通線の確 認に

関する加 算額

（１の工 事ごと

に） 

3,000円 

（税込価格

3,300円） 

イ 工事の結

果 の報告に

係る もの 

当社からそのＩＰ通信

網契約者が指定する者

へ工事の結果の報告を

行う場合に適用します 

基本額（１の契約

者回線の終端の

場所等（１の契約

者回線の終端の

場所等における

契約者回線 の数

は３まで としま

す。）ご とに） 

6,000円 

（税込価格

6,600円） 

加算額（１の契約

者回線の終端の

場所等における

契約者回線の数

が３を超える１

契約者回線ごと

に） 

 

1,800円 

（税込価格

1,980円） 

ウ 工事の施

工 日の調整

および管理

に係るもの 

２を超え

る契約者

回 線の終

端の場所

等に 係る

工事の施

工日の 調

整および

管理を行

う場合に 

適用しま

す。 

( ア ) 

(イ) 以

外 の 場 

合 

基本額（１の契約

者回線の終端の

場所等（１の契約

者回線の終端の

場所等における

契約者回線 の数

は３まで としま

す。）ごとに 

6,000円 

（税込価格

6,600円） 

加算額（１の契約

者回線の終端の

場所等における

契約者回線の数

が３を超える１

契約者回線ごと

に） 

1,800円 

（税込価格

1,980円） 

(イ) 工

事 の施

工日 の

変 更 を 

行 う 場

合 

１契約者回線 ご

とに 

700円 

（税込価格

770円） 

 



（８）工事費の分割 

支払いの適用 

ア 当社は、ＩＰ通信網契約者から請求があった場合は、ＩＰ通信網サービスの

品目もしくは細目等の変更もしくは移転またはそのＩＰ通信網契約者から工事

費の分割支払いの適用の廃止の請求がある料金月までの間、その契約者回線の

設置に係る工事に関する費用(６)に規定する割増工事費の適用を受ける場合

は、その適用を受ける前の工事費とします。以下「分割対象費用」といいます。) 

を 31回に分割した次表に定める費用（以下「分割支払金」といいます。）を、

そのＩＰ通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月以降であって当社が

指定した料金月から起算して、その料金月から最長31回目の料金月まで適用

（以下「分割支払い」といいます。）します。品目もしくは 細目等の変更もし

くは移転またはそのＩＰ通信網契約者から工事費の分割支払いの適用の廃止の

請求があった場合は、分割対象費用から既に当社に支払われたその契約者回線

に係る分割支払金の合計額を控除した費用を一括して当社が 定める期日まで

に支払っていただきます。  ただし、その契約者回線の設置に係る基本工事費

および交換機等工事費の合計額が2,000円（税込価格2,200円）である場合お

よび当社が別に定める場合はこの限りでありません。 

  なお、分割対象費用は、基本工事費、交換機等工事費、回線終端装置工事費お

よび配線設備多重装置の設置に係る機器工事費に限ります。 

区分 分割支払金 

初回 ２回目～31回目 

（ア）メニュー２の100Mbpsの

カテゴリー１のグレード２

の配線設備多重装置を利用

しない場合 

2,500円 

（ 税 込 価 格

2,750円） 

分割対象費用から左欄に

規定する額を控除した費

用について、30回に分割

した費用 

（イ）（ア）以外の場合 3,000円 

（ 税 込 価 格

3,300円） 

備考 

回線終端装置の工事を要する場合のうち屋内配線設備の部分の工事を要し

ない場合に限ります。 

 

イ 前項の規定にかかわらず、次の場合には、分割支払いを承諾しないことがあ

ります。 

(ア)分割支払いの請求をした者が分割支払金の支払いを現に怠り、または怠る

おそれがあるとき。  

(イ)分割支払いの請求をした者がそのＩＰ通信網サービ スの料金その他の債

務（この約款の規定により、支払いを要することとなったＩＰ通信網サービ

スの料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます。）

の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。 

(ウ)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

(エ)その他当社が不適当と判断したとき。  

 

ウ 分割支払いに係るＩＰ通信網契約者は、次のいずれかに 該当するときは、当

然に分割支払いに関する債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行

するものとし、分割対象費用から既に当社に支払われたその契約者回線に係る

分割支払金の合計額を控除した費用を一括して当社が定める期日までに支払っ

ていただきます。  

(ア)分割支払いに係る契約者回線について、そのＩＰ通信 網契約の解除があ



ったとき。  

(イ) 次のいずれかに該当する場合であって、ＩＰ通信網契約者が分割支払金

の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。  

①支払いを停止したとき。  

②差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき。 

③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申

立てを受けたときまたは自らこれらの申し立てをしたとき。 

（９）工事費の減額 

適用 

当社は、２（工事費の額）の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その

工事費の額を減額して適用することがあります。 

（10）初期契約解除 

に係る工事のた

めに通常要する

費用の額の算定 

ＩＰ通信網契約者が第20条に規定する初期契約解除を行った場合において、第

36に規定するＩＰ通信網契約者が支払うべき金額のうち、電気通信役務の提供に

必要な工事のために通常要する費用の額については、事業法第26条の３第３項た

だし書に係る総務省令に定める金額を限度とします。 

 

  ２ 工事費の額 

  

（１）契約者回線の設置もしくは移転、品目もしくは細目の変更、端末設備の設置もしくは移転、利用の一

時中断もしくは再利用、同時通信可能着信先数追加機能の利用開始もしくは同時に通信を行うことが可

能な着信先の数の変更、ＩＰｖ６通信機能の利用の開始、通信相手先識別符号追加機能の利用の開始も

しくは通信相手先識別符号の追加、ＩＰｖ６通信相手先拡張機能の利用の開始、帯域確保機能の利用の

開始、回線相互接続またはその他の契約内容の変更に関する工事 

区分 単位 工事費の額 

ア 基本工事費 (ア) (イ)以外の場合 １の工事ごとに 

 

  

基本額加算額 

4,500円 

（税込価格

4,950円） 

3,500円 

（税込価格

3,850円） 

(イ) 交換機等工事のみの場合 １の工事ごとに 1,000円 

（税込価格

1,100円） 

イ 交換機等工事費 (ア) (イ)以外の工事 １契約者回線ごとに 1,000円 

（税込価格

1,100円） 

(イ) 同時通信可能着信先数追加

機能、ＩＰｖ６通信機能、通信

相手先識別符号追加機能、ＩＰ

ｖ６通信相手先拡張機能または

帯域確保機能に関する工事 

１契約者回線ごとに 1,000円 

（税込価格

1,100円） 

ウ 回線終端装置工事費 （ア）メニュー１の屋内配線部分

に係る工事 

１契約者回線ごとに 10,400円 

（税込価格

11,440円） 

（イ）メニュー２の100mbpsのカ

テゴリー１のグレード１およ

びグレード２（配線設備多重

装置を利用するもの）の屋内

配線部分に係る工事 

１契約者回線ごとに 7,400円 

（税込価格

8,140円） 



（ウ）回線終端装置の設置に係る

工事 

１契約者回線ごとに 2,100円 

（税込価格

2,310円） 

エ 機器工事費 回線接続装置  別に算定す

る実費 

オ 時刻指定工事費 １の指定する時刻ご

とに 

11,000円 

（税込価格

12,100円） 

カ 配線経路構築工事費 (ア) (イ)以外の場合 １の工事ごとに 14.000円 

（税込価格

15,400円） 

(イ) ＩＰ通信網契約者の申込み

または請求により、ウの工事と

別日に施工する場合 

１の工事ごとに 27,000円 

（税込価格

29,700円） 

キ 配線保護工事  別に算定す

る実費 

備考 

当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 

 

 （２）利用の一時中断に関する工事 

ア 利用の一時中断の工事 (ア)  基本工事費 １契約者回線ごとに 1,000円 

（税込価格

1,100円） 

(イ)  交換機等工事費 １契約者回線ごとに 1,000円 

（税込価格

1,100円） 

イ 再利用の工事  （１）の工事

費の額と同

額 

 

附則 

（実施期日） 

本約款は、平成29年 2月1日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

本約款は、令和元年7月1日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

本約款は、令和2年4月1日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

本約款は、令和2年12月 1日から実施します。 

附則 

（実施期日） 

本約款は、令和3年3月1日から実施します。 

附則 

（実施期日） 



本約款は、令和4年9月1日から実施します。 

 

基本的な技術的事項 

 

品目 インターフェ

ース種別 

物理的条件 電気的条件 

送出電圧 その他 

100Mbpsのも

の 

100BASE-TX ８端子コネクタ 

(ISO標準IS8877準拠) 

2.1Ｖ（Ｐ-Ｐ 

値）以下 

・送出電圧は、100Ωの負荷

抵抗に対する値とする。 

・IEEE802.3u準拠 

10BASE-T ８端子コネクタ 

(ISO標準S8877準拠) 

6.2Ｖ（Ｐ-Ｐ 

値）以下 

・送出電圧は、100Ωの負荷

抵抗に対する値とする。  

・ISO/IEC88023準拠 

200Mbpsのも

の 

1000BASE-T ８端子コネクタ 

（ISO標準IS8877準拠） 

2.1Ｖ（Ｐ-Ｐ 

値）以下 

・送出電圧は、100Ωの負荷

抵抗に対する値とする。  

・ISO/IEC88023準拠 

８端子コネクタ 

（ISO/IEC8877準拠） 

3.1Ｖ（Ｏ-Ｐ 

値）以下 

・送出電圧は、100Ωの負荷

抵抗に対する値とする。  

・IEEE802.3準拠 

100BASE-TX ８端子コネクタ 

（ISO標準IS8877準拠） 

2.1Ｖ（Ｐ-Ｐ 

値）以下 

・送出電圧は、100Ωの負荷

抵抗に対する値とする。  

・ISO/IEC88023準拠 

10BASE-T ８端子コネクタ 

（ISO標準IS8877準拠） 

6.2Ｖ（Ｐ-Ｐ 

値）以下 

・送出電圧は、100Ωの負荷

抵抗に対する値とする。  

・ISO/IEC88023準拠 

1000BASE-XSFF 

-8431 Rev4.1 

APPENDIX F 

SFP+ 

（SFF8432準拠） 

1.2Ｖ（Ｏ-Ｐ 

値）以下 

・送出電圧は、100Ωの負荷

抵抗に対する値とする。  

・SFF8431準拠 

・送出電圧は、100Ωの負荷

抵抗に対する値とする。  

・SFF8432準拠 

１Gbpsのもの 1000BASE-T ８端子コネクタ 

（ISO標準IS8877準拠） 

3.1Ｖ（Ｐ-Ｐ 

値）以下 

・送出電圧は、100Ωの負荷

抵抗に対する値とする。  

・ISO/IEC88023準拠 

８端子コネクタ 

（ISO/IEC8877準拠） 

3.1Ｖ（Ｏ-Ｐ 

値）以下 

・送出電圧は、100Ωの負荷

抵抗に対する値とする。  

・IEEE802.3準拠 

100BASE-TX ８端子コネクタ 

（ISO標準IS8877準拠） 

2.1Ｖ（Ｐ-Ｐ 

値）以下 

・送出電圧は、100Ωの負荷

抵抗に対する値とする。  

・ISO/IEC88023準拠 

10BASE-T ８端子コネクタ 

（ISO標準IS8877準拠） 

6.2Ｖ（Ｐ-Ｐ 

値）以下 

・送出電圧は、100Ωの負荷

抵抗に対する値とする。  

・ISO/IEC88023準拠 

1000BASE-XSFF 

-8431 Rev4.1 

APPENDIX F 

SFP+ 

（SFF8432準拠） 

1.2Ｖ（Ｐ-Ｐ 

値）以下 

・送出電圧は、100Ωの負荷

抵抗に対する値とする。  

・SFF8431準拠 

・送出電圧は、100Ωの負荷

抵抗に対する値とする。  



・SFF8432準拠 

10Gbpsのもの 10GBASE-T ８端子コネクタ 

（ISO/IEC8877準拠） 

3.1Ｖ（Ｏ-Ｐ 

値）以下 

・送出電圧は、100Ωの負荷

抵抗に対する値とする。  

・IEEE802.3準拠 
 

 


